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議長の開議宣告 

 

議長（恩田 稔） 

 ただいまから令和６年第４回津南町議会臨時会を開会します。 

本日の欠席届出者は、５番、久保田等議員です。 

これより本日の会議を開きます。 

 

                          ―（午後１時 00 分）― 

 

議事日程の報告 

 

議長（恩田 稔） 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 

 

日 程 第 １ 

会議録署名議員の指名 

  

議長（恩田 稔） 

 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第 125 条の規定により、本臨時会の会議録署名議員に、１番、月岡奈津子議員、

６番、筒井秀樹議員の両議員を指名いたします。 

 

日 程 第 ２ 

会期の決定 

 

議長（恩田 稔） 

 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、本日一日限りとしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。    ―（異議なしの声あり。）― 

 異議なしと認めます。 

よって、本臨時会の会期は、本日一日限りと決定いたしました。 

 

日 程 第 ３ 

議案第 49 号 令和６年度津南町一般会計補正予算（第５号） 

 

議長（恩田 稔） 

 議案第 49 号を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 



 

町長（桑原 悠） 

議案第 49 号について説明申し上げます。 

総務課関係では、歳入で、前年度繰越金の増。歳出で、秋山郷地区インターネットに係る

電算処理委託料の減及び撤去工事ほかの増、旧美雪町教員住宅に係る土地分筆測量業務委

託料の増、ニュー・グリーンピア津南に係る運営管理分析支援業務委託料及び弁護士業務

委託料の増でございます。 

教育委員会関係では、歳出で、上郷小学校修繕料の増、マウンテンパーク津南修繕料の

増でございます。 

細部につきましては、担当課長が説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 

総務課長（鈴木正人）、子育て教育班長（樋口将洋）、生涯学習班長（北村要人） 

―（以下、資料に沿って細部の説明を行う。）― 

 

議長（恩田 稔） 

 これより質疑を行います。 

 ６番、筒井秀樹議員。 

 

（６番）筒井秀樹 

 マウンテンパーク津南の修繕費に関してなのですけれど、ほかの事業者は結構 30 万円以

下の修繕で、マウンテンパーク津南だけ 10 万円なのはなぜなのかというのと、あそこは確

か家賃も頂いていないので、費用負担をもうちょっと頂いても良いのかなと思っているの

ですが、いかがなものでしょうか。 

 

議長（恩田 稔） 

 教育長。 

 

教育長（島田敏夫） 

 令和３年から 10 年契約で委託をお願いするということになっているのですけれど、その

委託契約の内容にそういった記述がございまして、現在、相互の話合いの中で、そこにつ

いては特に話合いを設けておりませんので、今までどおり委託契約の中での 10 万円以上に

ついてということで考えているところでございます。 

 

議長（恩田 稔） 

 11 番、江村大輔議員。 

 

（11 番）江村大輔 

 それでは、ニュー・グリーンピア津南の整備費の所で、最初に４点、お願いします。 

 １点目が運営管理の分析支援という名目になっているのですけれど、いわゆる調査をお

願いするということだと思います。調査というのは、自分たちで立てた仮説を検証すると



いうことで、行政では既に運営管理の分析をしてからの今回の業務委託なのかというのを

１点目に聞かせてください。 

 ２点目に、この運営管理分析支援業務をするに当たり、ニュー・グリーンピア津南につ

いて、今後、どうしていきたいのかというもの再度お聞かせください。 

 ３点目が私は６月議会の一般質問でもしたのですけれども、こういった内容の運営協議

会への対応というのはどのように考えているのか。 

 最後、先ほどの説明の中で、「運営管理の業務について、分析して判断していくため。」と

言っていたのですけれども、その判断はどのようにしようとしているのか、仕組みという

か、どのようなところでの判断を考えているのかというのをお聞かせください。 

 

議長（恩田 稔） 

 総務課長。 

 

総務課長（鈴木正人） 

 １点目、分析支援についてのお話かと思っております。今回、調査をお願いさせていた

だくに当たって、町としても６月議会で江村議員から、こういった方法もあるというよう

なお話も頂いておりますし、町としても様々な方策があるかと思っております。それぞれ

のやり方に課題があり、良い点・悪い点があるところでございます。簡易的な分析、考え方

につきましては、町ではやっているところですけれども、どうしても、やはりホテル業務

につきましては、非常に実際の運営が専門的であること、かつ、非常に規模が大きなもの

であるというところで、町だけの判断ではなかなか判断つきかねる部分があるところでご

ざいます。専門的な知見を頂くなかで、町の判断をしっかりやってまいりたいと考えてい

るところでございまして、そのなかで支援をいただきたいと思っているところでございま

す。 

 ２点目、どうしていきたいかという部分でございます。町としては、将来にわたり、しっ

かりニュー・グリーンピア津南が運営されていくということ、かつ、現在の町の修繕費の

支出も非常に大きな額になっているところでございます。これらをなるべく小さなかたち

にしていきたい、町の財政支出をできればしないようなかたち、そういったことを含め、

どんなことができるかというのを考えてまいりたいと思っているところでございます。 

 ３点目、運営協議会についてということで、ニュー・グリーンピア津南運営協議会のこ

とかと思っているところでございます。コロナ禍で開催できない時期がございましたが、

町とニュー・グリーンピア津南と議会からもお入りいただいてということで、運営協議会

を定期的に開催させていただいているところでございます。基本的には一民間企業でござ

いますので、経営に町が口を出すべきではないところでございますけれども、町は所有者

であるというところ、かつ、町の観光施設として非常に重要な施設であるということで、

どういった方向で運営が行われるのか、あるいは町に例えば何らかの支援をしてほしい、

あるいは町と一緒にどんなことができるか、こういった場をしっかり話合いをすることが

地元の企業、地元の施設として重要だと私どもとしては考えているところでございます。

そういった辺りをこれまで議論を重ねてくるなかで、町としては、コロナ禍のなかにおき

ましては賃借料の減免等を行わせていただいたという経緯があるところでございます。 



 ４点目、判断をどのようにというところでございます。これらがまとまっていくなかで、

それぞれの考え方について、利点ですとか欠点、課題ですとか様々なところが出てくると

思っております。ここについて、町だけでは判断が難しい部分があるかと思いますので、

ぜひ、議員の皆様とも御相談をさせていただくなかで、より良い今後の在り方を考えてま

いりたいと思っているところでございます。 

 以上です。 

 

議長（恩田 稔） 

 11 番、江村大輔議員。 

 

（11 番）江村大輔 

 それでは、今の１点目なのですけれど、簡易的な検証をしたということで、行政がした

検証とか分析の結果、どういう結果だったから今回お願いするというのをお聞かせくださ

い。 

 それと、運営協議会のほうも、この度の件について、運営協議会にはどのように説明す

るのか、進めていくのかというのを再度お願いいたします。 

 ４点目のところでは、町だけで判断が難しいということで、議会ということもあったの

ですけれど、議員だけではなくて、行政、議会、民間事業者、各種団体の皆様を協議会とい

うかたちで作って、そこで進捗状況の共有だったり確認をして判断するという考え方は持

っていないのかというのをお聞かせください。 

 

議長（恩田 稔） 

 総務課長。 

 

総務課長（鈴木正人） 

 ここで今、町で出ている課題等につきまして結果がどうだったかというところを公表す

るということは、将来にわたってしっかり運営していただくということについての考え方

に関わる部分がありますので、ここでは回答を差し控えさせていただければと思っており

ます。ただ、町とすれば、なんとか良いかたちで将来に向かっていきたいという考え方に

変わりはないと御了解いただければと思っております。 

 運営協議会につきましては、議員の皆様とも何度かお話をさせていただいているところ

でございますけれども、開催の機会をこれも重ねて持つなかで、併せて検討を持ちたいと

思っているところでございます。 

 それから、様々な団体等が入るなかでというところでございます。大きな町の財産でも

ございますので、どういった在り方というのを考えるに当たっての一つの考え方であるか

とは思っております。どういった在り方が良いのか、引き続き、検討をさせていただきた

いと思っております。 

 

議長（恩田 稔） 

 11 番、江村大輔議員。 



 

（11 番）江村大輔 

 では、分析結果は今言えないということで、分析結果があるということなのですか。そ

れとも無いのでしょうか。あるのだったら、提示してもらえるのかなと思うのですけれど、

その点はいかがでしょうか。 

 

議長（恩田 稔） 

 総務課長。 

 

総務課長（鈴木正人） 

 私どもが見た部分では、しっかり数値的な判断、こういう経営環境である、あるいは町

が所有者としての部分で、これまでの投資に対してどうなのかというところについては、

やはり経営を含め、不動産の所有者として、しっかりした考え方が必要だというというの

は、私どもが今回、内部で検討するなかで非常に感じたところでございます。なかなか私

どもは、経営の指標ですとか、不動産の所有者としての指標等を持ち合わせていないとこ

ろでございます。そういった部分についても、しっかりした専門家の知見は得たいという

ところでございます。ですので、レポートのようなかたちでまとまったようなものとして

は持ってございません。 

 

議長（恩田 稔） 

 ８番、石田タマヱ議員。 

 

（８番）石田タマヱ 

 では、２点ほど伺わせてください。 

 今ほど、江村議員のほうでも質疑があったことなのですが、今回、ここに提出されるま

での経過です。例えば、役場庁舎内とかで協議とかは全く無かったのか。そうすると、ここ

に提出されるまでの判断というのは、どこで判断をしたのか。それが１点、教えてくださ

い。 

 それから、今回の委託先は、何を基準に決定するのか。 

 この２点を教えてください。 

 

議長（恩田 稔） 

 総務課長。 

 

総務課長（鈴木正人） 

 ここに至るまで、それこそニュー・グリーンピア津南運営協議会もございますし、私ど

もとしても、ニュー・グリーンピア津南の、㈱津南高原開発の経営陣の皆様とお話をさせ

ていただく機会を数多く持ってきているところでございます。そのなかで、今後、どうし

ていくか。一旦は 10 年の契約が終わるところでございます。一方で、町は財政的な部分、

なかなか厳しい財政状況があるというところも事実でございます。新年度の予算の中でも、



まず、どこから手を付けるべきかというところで議論をさせていただくなかで、建物の診

断を計上させていただいたところでございます。役場の中でもここの部分は、病院ですと

か保育園等の問題と並んで非常に大きな課題であるという共有はさせていただいていると

ころでございます。それをしっかり解決に向けて判断していかなければいけないというな

かで、今回、この提案をさせていただいたところでございます。 

 委託先につきましては、もし、この承認をいただけましたら、どういったところがベス

トであるのか、専門的な知見がどういったところでお持ちなのかというところをしっかり

私どもとして確認した上で委託をしたいと思っております。 

 

議長（恩田 稔） 

 ８番、石田タマヱ議員。 

 

（８番）石田タマヱ 

 ここに至るまでの経過についてなのですけれども、誠によく理解ができなかったのです

が、当然、庁舎内での課長レベルでは協議はあったのか無いのか、無かったのであれば、こ

れらの協議がどこで。いろんな所に聞いたということなのですけれども、ここに上程をす

るまでに至った判断というのは、そちらの３人（町長、副町長、総務課長）でということな

のでしょうか。 

 

議長（恩田 稔） 

 総務課長。 

 

総務課長（鈴木正人） 

 先ほどからもお話をさせていただいておりますとおり、大きな方向性、こういう方向性

で行きたいというところは課長会議の中でも話をするなかで検討を重ねているところでご

ざいます。今回、予算案として提出をさせていただくに当たっては、私ども総務課の中で

話をするなかで予算要求をし、予算査定を経て、町長査定まで経て、決定をさせていただ

いたものでございます。 

 

議長（恩田 稔） 

 ９番、桒原洋子議員。 

 

（９番）桒原洋子 

 賃借料なのですが、ずっとこのところ減免してきているわけですけれども、この減免し

た総額が分かったら教えてください。 

 それから、修繕料も 30 万円以上の修繕、それについても、この一、二年でもよろしいで

すけれど、大体どのくらいの額を修繕料として基金から出しているのかということです。 

 それと、もう１点ですが、今回出された業務委託の件ですけれども、ホテル経営を町は

分からない、と。今までニュー・グリーンピア津南自身がホテル経営を 40 年もしてきたわ

けですから、そのノウハウというか、それはしっかり分かっていることだと思うのです。



ほかに専門的な知識が必要なところもあるかもしれませんけれど、その辺をニュー・グリ

ーンピア津南の業者としっかりとホテル経営についても分析をしてきたのか。私は、分析

できるのではないかと思うのですけれど、町の職員も一生懸命仲間に入れて、そういう優

秀な職員から分析の仕方とか、そういうものも良い知恵を得てやるべきだったのではない

かと思うのですけれど、職員に対して、どういうふうに説明をしたのか、全く職員とも話

をしてこなかったのか、教えてください。 

 

議長（恩田 稔） 

 総務課長。 

 

総務課長（鈴木正人） 

 減免額でございますけれども、これまで１億 3,500 万円を当初計上していたものから減

免をトータルでさせていただいているところでございます。 

 それから、修繕料につきましては、細かな数字は手元にございませんので、後ほど、御案

内させていただきたいと思います。 

 それから、経営についてというところでございます。経営の部分につきましては、あく

までも町は第三セクターの施設ではなかったので、最終的な経営判断は㈱津南高原開発さ

んのほうでされてきたものと思っているところでございます。ただ、それだけではいけな

いと町のほうも思ってきたなかで、議会の皆様とも御相談させていただくなかで、ニュー・

グリーンピア津南運営協議会を設けたり、先ほどからの様々な支援策をやらせていただい

たところでございます。例えば第三セクターであれば、その経営にしっかり参画をして、

かつ、経営状況をしっかり見るというところも必要かと思いますけれども、町として、そ

こまでの状況ではなかったというところは一つあるかなと思っているところでございます。 

町の中で、こういった業務をやれないか、あるいは知恵を絞ってやれないかという質疑

もあったかと思います。私どもは非常に行政的な立場の部分の考え方、あるいは知見はあ

るなかで、そういった部分はできるかと思っておりますけれども、全国のグリーンピアを

はじめ、例えば、ちょっと言い方は悪いですけれども、いわゆる公共の宿等は、その多くは

官がやっていたところですけれども、破綻という方向に流れていったと思っております。

やっぱりなかなか官がやるなかでは投資ができない、経営のスピード感が遅いという辺り

がそういった課題のところにはあったのかなと思うところでございますけれども、そうい

った意味で、なかなか行政がそういった部分に立ち入ることは、立ち入ったからといって、

そこがうまくいくということはなかなか難しいところがあるのかなと思っております。 

 

議長（恩田 稔） 

 ９番、桒原洋子議員。 

 

（９番）桒原洋子 

 広大な土地、ホテル棟、様々な施設があるわけですけれども、当初、すごい年金保養基地

でしたから、潤沢な予算を付けて建物を建てたり、お金の掛かった施設だと思うのです。

それを最初からホテル経営もずっとしてきたわけですけれども、そのなかで、町が全く経



営に対して口出しはできないと言いながら見てきたわけです。収支報告や分析なんかも今

まで見てきたわけですから、口出しをしないのではなくて、しっかり関与してやってくる

べきだったのではないかと思います。 

 職員だって、観光地域づくり課とかいろいろな課にいた職員だって、ニュー・グリーン

ピア津南の状況なんていうのは分かっている方が多いと思うのです。だから、そういう人

たちも含めてしっかり町も議会だけではなくて、そういう職員も仲間にして、そして、ニ

ュー・グリーンピア津南のそういうホテル経営に詳しい皆さんとも共有して、これからど

ういうふう方向で行くのかというのを一堂に会して議論する場があっても良かったのでは

ないかと思うのです。どうも町幹部だけで方向性を出して、こういうふうな補正を掛けて

出してくるわけですけれども、情報に対しても、議会に出す資料も少ない。何かカモフラ

ージュされているような、どう判断していいか分からないようなやり方、これには私は不

信感を持っています。どうでしょうか。 

 

議長（恩田 稔） 

 総務課長。 

 

総務課長（鈴木正人） 

 今回の委託料につきましては、町として、最終的にどうしようという判断を決めたもの

ではなくて、どういった方向性が良いのかを判断させていただくために委託をお願いさせ

ていただくものでございます。最終的にどういった方向性が良いのかと判断させていただ

くところにつきましては、町の中でも職員の中でしっかり議論を尽くすとともに、議会の

皆様からもぜひ一緒に考えていただいて、より良い方向性を探ってまいりたいと思ってお

ります。 

 

議長（恩田 稔） 

 ほかに質疑はありませんか。   ―（質疑者なし）― 

 質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。 

 まず、原案に反対の方の発言を許します。 

 ９番、桒原洋子議員。 

 

（９番）桒原洋子 

 今回のこの補正予算に反対の立場で討論いたします。 

 今回の議案では、ニュー・グリーンピア津南の議案に対しての討論です。町の観光の拠

点、ニュー・グリーンピア津南の方向性について、今まで議会に示した資料が余りにも少

ないし、先ほども言いましたけれど、カモフラージュされているようで、どう判断すべき

か、ほかの議員の人たちもそうだと思うのですけれども、資料を出してくるのが誠に遅い、

言わなければ出してこない、そういう姿勢があります。 

そして、町は、運営管理について、専門的知識を持っていないということを理由にして

おりますけれども営業分析についてなど、ニュー・グリーンピア津南の職員、町職員の知



恵を集めて、町の総力を挙げて分析し、あらゆる方向性・可能性を探っていく努力をして

こなかったのではないですか。町行政内での情報共有もされなかったのではないでしょう

か。職員の持つ力も発揮できず、優秀な職員もいるなかで、その職員を信頼することなく、

町の幹部だけで補正予算を組むやり方は、私は理解できません。 

町は大事なニュー・グリーンピア津南の施設と言うのであるならば、もっと汗水を流し

て苦しんで調査をする、その結果、良い案が出なければ、必要な所に必要な部分だけコン

サルをお願いすること。町は最近、コンサルを依頼することが大変多いです。自分たちが

苦労せずに、コンサルに丸投げすることは、町にも職員にも力が付かず、士気が上がらず、

町は衰退していくのではないでしょうか。住民の大事な税金を無駄にずるべきではありま

せん。最低最小限に留めるべきではないですか。コンサルの言いなりになっている感がす

るように思います。 

広大な土地、ニュー・グリーンピア津南の施設が大手企業に渡って、もしかしたら大き

なリスクを負うかもしれない、そういう非常に危険性を持つこの委託問題だと私は思いま

す。 

以上で反対討論を終わりますけれども、今回の町のやり方、これには大きな問題がある

と感じています。 

以上です。 

 

議長（恩田 稔） 

 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

 ３番、村山郁夫議員。 

 

（３番）村山郁夫 

 私は、ニュー・グリーンピア津南の予算について、当局の案に賛成の立場で討論します。 

 第６次津南町総合振興計画が第２期津南町まち・ひと・しごと創生総合戦略として位置

付けられ、その前期計画が令和３年度から令和７年度までの５年間であり、令和８年度か

ら令和 12 年度までの５年間を後期計画としています。現在は、前期計画の終了時期を来年

に控え、その成果を検証して後期計画を見直す時期に当たっています。この計画では、観

光需要の変化として、「大型バスで移動し、大規模宿泊施設に泊まり、有名観光地を巡るだ

けの団体旅行から、旅先での体験を重視した少人数の旅行へと観光ニーズは変化してきて

いる。秋山郷や竜ヶ窪、火焔土器や雪国の生活民具、さらには栃あんぼや野沢菜漬けなど

はすばらしい魅力を秘めてはいるが、それ単体では旅行商品とはなっていない。また、町

全体としての観光動向分析を行っておらず、観光ニーズへの対応ができていない。」と現状

を分析しています。そして、それを改善するための取組として、津南の未来のために観光

を活用して持続可能な地域づくりにつなげるということを掲げ、その方法として、「観光の

需要を把握し、特色ある観光資源を磨き上げ、体験に地域独自の歴史的背景や気象、動植

物、文化などのストーリーを付加させること、そのために旅行者動向分析を行い、傾向を

把握してリピーターを増やし、様々な関係者を巻き込み、資源を観光の物語として連携さ

せ、自然、文化、産業等を生かした旅行商品の開発を進める。」と記述してあります。この

ように、町が描く観光の方向性がありますが、ニュー・グリーンピア津南については、営業



方針について、町は振興計画に掲げるこれらの条件を付けていません。これでは町が実現

したい観光施策の本来の姿ではありません。特に、赤沢神楽や竜神太鼓、北越雪譜の世界

観、ジオパークの景観、そして、おいしい野菜で作る食事など、人間と自然が織りなす文化

と観光施設とのコラボレーションは、数年後に選挙権を持つ中学・高校生やその皆さんの

親、孫の代まで続かなければならないものです。このことがニュー・グリーンピア津南と

組み合わせて実現できないのか、できるとすれば、どのような方法があるのか、また、それ

はどれだけ費用対効果があるのか、リスクはどうなのか、そのリスクの法的な判断はどう

かなどを検討する時期を迎えているのです。 

今回の補正は、まち・ひと・しごと創生総合戦略計画の改定時期にも併せ、今までのニュ

ー・グリーンピア津南への町の対応が計画の目的を実現できたか、それをどのように評価

するのか、今後、どうしていかなければならないかを町が責任を持って判断しなければな

らないための予算であります。観光という分野を通して、将来の世代に伝えるべき町の自

然と文化を残すために原案どおり賛成するもので、町民の皆様に賛同いただけるものと考

えます。 

以上です。 

 

議長（恩田 稔） 

 次に、原案に反対の方の発言を許します。 

 11 番、江村大輔議員。 

 

（11 番）江村大輔 

 ニュー・グリーンピア津南の整備費について、反対の立場で討論させていただきます。 

 専門的な知識を持ち合わせていないとしても、町として、可能な限りの分析をする姿勢

というのは必要だと考えておりまして、現時点では、そちらのほうが足りていないと言わ

ざるを得ない状況です。また、専門的な知識を持ち合わせるということがないとできない

という考え方でいくのであれば、様々な町の施設や業務を運営・委託している全ての事業

についても同じ話になってしまいます。もし、これがそうなのであれば、常態化している

というならば、更なる改善が必要だということが浮き彫りになっているのではないでしょ

うか。そして、今回は大きな判断となるものと捉えておりまして、より重大な事項となる

ことから、行政全体で取り組むべき事項だと考えております。今、私たちに示されている

分析・検証の結果については、私自身、納得のいくものではありません。そのためこの度は

反対の立場で討論をさせていただきます。 

また、判断するというところでは、質疑させていただきましたが、行政、議会、民間事業

者、各種団体を入れた協議会を作り、そこで進捗状況や共有、確認、そして最後に判断をし

ていくというようなことを検討するということでしたので、そちらもまた申し添えて討論

とさせていただきます。 

 以上です。 

 

議長（恩田 稔） 

 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 



 １番、月岡奈津子議員。 

 

（１番）月岡奈津子 

 私は、原案に賛成の立場で討論します。 

 ニュー・グリーンピア津南は、津南町への集客、イベント、キャンプやスキーなど町の活

性化はもちろん、住民にとっても雇用や食材、特産物の消費の場であり、近場の娯楽や健

康活動の拠点となっている親しみのある施設であります。ただ、近年では、建物の老朽化、

感染症の流行、物価高騰、電気・水道など固定費の上昇と以前には予想もできなかったこ

とが起きる今、これらの出来事に向かい合い、進んでいく力を付けるためには、専門家の

分析・アドバイスが必要であると考えます。これからも津南町の観光交流拠点として継続

するため、私たち町民が思い入れのあるニュー・グリーンピア津南にできることだと思い

ます。 

 よって、この補正には賛成です。以上です。 

 

議長（恩田 稔） 

 次に、原案に反対の方の発言を許します。   ―（討論者なし）― 

 反対討論なしと認めます。 

 次に、原案に賛成の方の発言を許します。   ―（討論者なし）― 

 賛成討論なしと認めます。 

 討論を終結いたします。 

議案第 49 号について採決いたします。 

 議案第 49 号について原案に賛成の方の起立を求めます。 

―（起立６名、非起立４名）― 

 賛成多数です。 

よって、議案第 49 号は原案のとおり可決されました。 

 

議長（恩田 稔） 

 以上をもって、本臨時会に付議された事件の審議は全て議了いたしました。 

 これにて、令和６年第４回津南町議会臨時会を閉会いたします。 

 

 

―（午後１時 44 分）― 

 

  

 


